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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カード情報の送受信を行なう近距離無線通信部と、該近距離無線通信部で受信したカー
ド情報を記憶する記憶部と、携帯カード新規発行の申込みの操作を受付ける入力部と、そ
の申し込みを受け付けた旨を通知する無線通信部とを有する携帯端末と、
　前記携帯端末から該通知を受信し、生成した顧客識別情報を前記携帯端末へ送信して表
示させるとともにデータベースに格納するホストコンピュータと、
　顧客の操作により前記顧客識別情報の入力を受付け、該顧客識別情報を前記ホストコン
ピュータへ送信し、該ホストコンピュータが、受信した顧客識別情報と前記データベース
から読み出した顧客識別情報とを照合して一致することを確認すると、該ホストコンピュ
ータから受信したカード情報を前記携帯端末へ送信する自動取引装置とを設け、
　前記携帯端末の記憶部に、前記自動取引装置から受信したカード情報を記憶させる携帯
カード新規発行取引を行うようにしたことを特徴とする自動取引システム。
【請求項２】
　カード情報の送受信を行なう近距離無線通信部と、該近距離無線通信部で受信したカー
ド情報を記憶する記憶部とを有する携帯端末と、
　顧客の操作により前記携帯端末の記憶部にカード情報を記憶させる携帯カード新規発行
の申込みを受付けるとともにその申し込みを受け付けた旨を通知する顧客端末と、
　前記顧客端末から該通知を受信し、生成した顧客識別情報を前記顧客端末へ送信して表
示させるとともにデータベースに格納するホストコンピュータと、
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　顧客の操作により前記顧客識別情報の入力を受付け、該顧客識別情報を前記ホストコン
ピュータへ送信し、該ホストコンピュータが、受信した顧客識別情報と前記データベース
から読み出した顧客識別情報とを照合して一致することを確認すると、該ホストコンピュ
ータから受信したカード情報を前記携帯端末へ送信する自動取引装置とを設け、
　前記携帯端末の記憶部に、前記自動取引装置から受信したカード情報を記憶させる携帯
カード新規発行取引を行うようにしたことを特徴とする自動取引システム。
【請求項３】
請求項１または請求項２の自動取引システムにおいて、
　前記顧客識別情報を、受付番号および仮暗証番号としたことを特徴とする自動取引シス
テム。
【請求項４】
　カード情報の送受信を行なう近距離無線通信部と、該近距離無線通信部で受信したカー
ド情報を記憶する記憶部とを有する携帯端末と、
　顧客の口座番号等の口座情報に関連付けて暗証番号を予め格納するデータベースを有す
るホストコンピュータと、
　顧客の操作により挿入されたキャッシュカードに記録された口座情報を読取るとともに
暗証番号の入力を受付け、該口座情報および暗証番号を前記ホストコンピュータへ送信し
、該ホストコンピュータが、受信した該口座情報に基づいて前記データベースから抽出し
た暗証番号と受信した暗証番号とを照合して一致することを確認すると、該ホストコンピ
ュータから受信したカード情報を前記携帯端末へ送信する自動取引装置とを設け、
　前記携帯端末の記憶部に、前記自動取引装置から受信したカード情報を記憶させる携帯
カード切替取引を行うようにしたことを特徴とする自動取引システム。
【請求項５】
　顧客の操作により携帯カード新規発行の申込みを受付けるとともにその申し込みを受け
付けた旨を上位装置へ通知し、該上位装置が生成した受付番号および仮暗証番号からなる
顧客識別情報を受信し、その顧客識別情報を近距離無線通信で送信する自動取引装置と、
　前記自動取引装置から受信した該顧客識別情報を記憶部に記憶させる携帯端末とを設け
、
　顧客の操作を受付けた前記携帯端末が顧客識別情報を上位装置へ送信し、該顧客識別情
報に関連付けて記憶したカード情報を該上位装置から受信し、そのカード情報を前記携帯
端末の記憶部に記憶させ、携帯カード新規発行取引を行うようにしたことを特徴とする自
動取引システム。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の自動取引システムにおいて、
　前記カード情報を、顧客の口座番号からなるキャッシュカード情報または顧客のクレジ
ットカード番号等からなるクレジットカード情報とし、前記携帯端末にキャッシュカード
またはクレジットカードの機能を持たせるようにしたことを特徴とする自動取引システム
。
【請求項７】
　顧客の操作を顧客操作表示部で受け付けるとともに上位装置の許可を受信して取引を行
う自動取引装置において、
　上位装置から受信したカード情報を記憶させておく記憶部と、
　前記記憶部に記憶したカード情報を携帯端末へ送信する近距離無線通信部とを設け、
　顧客の操作により顧客識別情報の入力を受付け、該顧客識別情報を上位装置へ送信し、
該上位装置から顧客本人であることを確認した旨を受信すると、前記近距離無線通信部が
接近した携帯端末へカード情報を送信するようにしたことを特徴とする自動取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金融機関が取扱うキャッシュカードやクレジットカードの機能を顧客が所持
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する携帯電話等の携帯端末に登録する自動取引システムおよび自動取引装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、銀行やクレジットカード会社等の金融機関は、顧客の操作により現金自動預払機
等の自動取引装置で現金の支払い等の取引を可能にするキャッシュカードや契約者が小売
店で現金の支払いに替えて利用できるクレジットカードを発行している。これらのカード
の表面には磁気ストライプが備えられ、この磁気ストライプには顧客等を特定するための
情報が記録されている。また、近年では磁気ストライプだけでなく、盗難や偽造による不
正な使用を防止するため、カードにＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）チッ
プを搭載した、いわゆるＩＣカードの導入が進んでいる。
【０００３】
　これらのカードは、顧客が口座開設時などにカードの利用を申し込むことにより発行さ
れ、金融機関から顧客へのカードの受け渡しはその顧客の住所に郵送することで行なわれ
ている。したがって、顧客には申込手続を行う労力を必要とし、金融機関には口座開設の
処理に時間や手間がかかるという問題がある。
　このような問題に鑑み、顧客にかかる労力や金融機関の口座開設の処理にかかる時間や
手間を軽減するため、従来の自動取引システムは、ユーザ端末から新規口座開設の申込情
報の入力を受け付けるようにしている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、キャッシュカードやクレジットカードを発行する金融機関は、発行するカード自
体の費用やそのカードを顧客の住所に郵送する費用を負担する必要があり、特に、近年、
発行するカードがＩＣカード化される状況下において金融機関が負担する金額が増大して
いるという問題や顧客は郵送により発行されたカードを受取るまでに１週間程度の期間を
要し、顧客にとって利便性の高いものとはいえないという問題がある。
【０００５】
　このような問題に鑑み、金融機関に設置されたサーバからインターネットを経由してダ
ウンロードしたクレジットカードに関する契約者の個人情報であるクレジットカード情報
を携帯電話の記憶部に記憶させ、その携帯電話が記憶部に記憶した個人情報を決済端末へ
無線通信で送信し、クレジット決済を可能にしたものがある（例えば、特許文献２参照）
。
【特許文献１】特開２００３－１２２９２２号公報（段落「００５１」～段落「００７３
」、図３）
【特許文献２】特開２００２－２７９３２０号公報（段落「００２４」～段落「００２５
」、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来の技術においては、金融機関に設置されたサーバからイン
ターネットを経由して顧客の個人情報であるカード情報およびそのカード情報を取り扱う
ためのアプリケーションプログラムをダウンロードして携帯電話の記憶部に記憶させるよ
うにしても、そのダウンロードに必要な通信費用は顧客が負担しなければならず、顧客に
とって必ずしも利便性に優れたものでないという問題がある。
【０００７】
　本発明は、このような問題を解決することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そのため、本発明は、カード情報の送受信を行なう近距離無線通信部と、該近距離無線
通信部で受信したカード情報を記憶する記憶部と、携帯カード新規発行の申込みの操作を
受付ける入力部と、その申し込みを受け付けた旨を通知する無線通信部とを有する携帯端
末と、前記携帯端末から該通知を受信し、生成した顧客識別情報を前記携帯端末へ送信し
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て表示させるとともにデータベースに格納するホストコンピュータと、顧客の操作により
前記顧客識別情報の入力を受付け、該顧客識別情報を前記ホストコンピュータへ送信し、
該ホストコンピュータが、受信した顧客識別情報と前記データベースから読み出した顧客
識別情報とを照合して一致することを確認すると、該ホストコンピュータから受信したカ
ード情報を前記携帯端末へ送信する自動取引装置とを設け、前記携帯端末の記憶部に、前
記自動取引装置から受信したカード情報を記憶させる携帯カード新規発行取引を行うよう
にしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　このようにした本発明は、顧客が所持する携帯端末にカード情報およびアプリケーショ
ンソフトウェアを自動取引装置または配信サーバからダウンロードすることができるよう
になり、利便性が向上するという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明による自動取引システムおよび自動取引装置の実施例を説
明する。
【実施例】
【００１１】
　まず、第１の実施例を説明する。
　図１は第１の実施例における自動取引システムの構成を示すブロック図である。
　図１において、１は携帯端末であり、利用者が携帯（所持）することができる端末装置
である。この携帯端末１は携帯電話、ＰＨＳ（登録商標）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）や持ち運び可能なノート型パーソナルコンピュー
タ等であり、通信回線２および基地局３を介して他の機器と無線通信が可能なものである
。
【００１２】
　また、携帯端末１は非接触型ＩＣチップ（例えば、ＦｅｌｉＣａ（登録商標）、Ｍｉｆ
ａｒｅ（登録商標）等のＩＣチップ）を内蔵した近距離無線通信部を備え、後述する自動
取引装置の近距離無線通信部に接近させてその自動取引装置との間で近距離無線通信が可
能になっている。
　なお、上述した近距離無線通信部は赤外線等を利用した無線通信部であってもよい。
【００１３】
　さらに、携帯端末１は非接触型ＩＣチップに備えられたメモリ等の記憶部に金融機関が
発行するキャッシュカードやクレジットカードに記録された顧客を特定するためのカード
情報やそのカード情報を使用してキャッシュカードやクレジットカードとして機能させる
ためのアプリケーションソフトウェアを記憶し、そのカード情報を他の機器へ送信するこ
とによりキャッシュカードやクレジットカードと同一の機能を実現することができる。携
帯端末１で実現するこの機能を「携帯カード」と呼ぶこととする。
【００１４】
　４は顧客端末であり、顧客の操作を受け付けて携帯カードの新規発行や顧客が現在所持
するキャッシュカードやクレジットカードを携帯カードへ切り替えることを申し込む処理
を行うための上述した携帯端末１を含むパーソナルコンピュータ等の情報処理装置である
。
　この顧客端末４はＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＭＰ
Ｕ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等の演算および制御手段である制御
部、磁気ディスクや半導体メモリ等の記憶手段である記憶部、キーボード等の入力部、液
晶ディスプレイ等の表示部、および通信手段である通信部等を備えるものであり、通信回
線２を介して後述する申込受付サーバ等と相互に通信可能に接続されている。
【００１５】
　５は申込受付サーバであり、顧客端末４から携帯カードの新規発行や携帯カードへの切
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替の申込を受け付けるものである。この申込受付サーバ５は、金融機関の事務センタ等の
センタに設置され、ＣＰＵ、ＭＰＵ等の演算および制御手段、磁気ディスク、半導体メモ
リ等の記憶手段および通信手段等を備え、通信回線２を介して顧客端末４から携帯カード
の新規発行や携帯カードへの切替を依頼する通知を受信し、その処理を行うものである。
【００１６】
　６は配信サーバであり、携帯端末１からの要求を受信して上述したアプリケーションソ
フトウェアを当該携帯端末１へダウンロードするものである。この配信サーバ６は、金融
機関の事務センタ等のセンタに設置され、ＣＰＵ、ＭＰＵ等の演算および制御手段、磁気
ディスク、半導体メモリ等の記憶手段および通信手段等を備え、通信回線２を介して携帯
端末１からアプリケーションソフトウェアのダウンロードを要求する通知を受信し、記憶
手段に記憶されたアプリケーションソフトウェアを携帯端末１にダウンロードする処理を
行うものである。
【００１７】
　７は自動取引装置であり、銀行等の金融機関の店舗またはコンビニエンスストア等の店
舗等に設置されるものである。この自動取引装置７は、専用線等の通信回線２に通信可能
に接続され、顧客が金融機関に開設した口座の支店番号、口座科目、口座番号等の口座情
報が記録された磁気ストライプやＩＣチップ付きのカードの挿入を受付けて現金引出しや
預け入れ取引等の取引を行うものである。
【００１８】
　また、自動取引装置７は、携帯端末１に内蔵された非接触型ＩＣチップとの間で無線通
信を行なう非接触型ＩＣチップリーダライタ部を備え、その携帯端末１の非接触型ＩＣチ
ップに上述したカード情報およびアプリケーションソフトウェアを記憶させて携帯カード
を新規に発行する携帯カード新規発行取引、および既に顧客に発行されているキャッシュ
カードやクレジットカードを携帯カードに切り替える携帯カード切替え取引等を行う。
【００１９】
　８はホストコンピュータであり、銀行等の金融機関の事務センタ等のセンタに設置され
る自動取引装置７の上位装置である。このホストコンピュータ８はＣＰＵ、ＭＰＵ等の演
算および制御手段である制御部、磁気ディスク、半導体メモリ等の記憶手段である記憶部
および通信手段である通信部等を備えるものであり、通信回線２を介して申込受付サーバ
５、配信サーバ６、および自動取引装置７等と相互に通信可能に接続されている。
【００２０】
　また、このホストコンピュータ８は自動取引装置７との間で現金引出し、現金入金、携
帯カード新規発行取引、携帯カード切替え取引等の取引電文の送受信を行い顧客の取引を
成立させるか否かを判断するとともにその取引の処理を行う。
　なお、本実施例では、申込受付サーバ５と配信サーバ６とを独立させた構成にしたが、
それに限られものでなく申込受付サーバ５と配信サーバ６とをひとつのサーバで構成する
ようにしてもよい。
【００２１】
　また、申込受付サーバ５および配信サーバ６の機能をホストコンピュータ８で行なうよ
うにしてもよい。
　９は勘定系データベースであり、ホストコンピュータ８に備えられ、既に開設された顧
客の口座番号等の口座情報に関連付けて暗証番号、住所、および口座残高等の顧客情報を
格納する本口座情報、および一時的な受付番号、仮口座番号等の口座情報に関連付けて仮
暗証番号等の顧客情報を格納する仮口座情報からなるデータベースである。
【００２２】
　顧客端末４から携帯カードの新規発行の申し込み電文を受信したホストコンピュータ８
は受付番号、仮口座番号、および仮暗証番号を生成し、その受付番号、仮口座番号、およ
び仮暗証番号を勘定系データベース９に仮口座情報を格納する。また、当該顧客の操作を
受け付け、携帯カード新規発行取引を行なった自動取引装置７からその取引が完了した旨
の電文を受信すると仮口座情報に替えて本口座情報を格納するものとする。
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【００２３】
　ここで、仮口座とは一時的な受付番号、仮口座番号や仮暗証番号等が発行された本口座
へ移行するまでの現金の預入れや現金の引出しをすることができない一時的な口座であり
、一方、本口座とは正式な口座番号が付与され、現金の預入れや現金の引出しを行うこと
ができる通常の口座をいう。なお、勘定系データベース９には口座毎に仮口座または本口
座を識別するための情報が格納されるものとする。
【００２４】
　この勘定系データベース９に格納される本口座情報の口座情報は顧客が所持するカード
に記録された口座情報と同一のものであり、このカードから読取った口座情報を自動取引
装置７から受信したホストコンピュータ８は、その口座情報に基づいて勘定系データベー
ス９を検索して暗証番号、住所、口座残高等の顧客情報を抽出することができる。
　自動取引装置７は挿入されたカードから読取った顧客の口座情報、および顧客の操作に
より入力された暗証番号をホストコンピュータ８へ送信し、ホストコンピュータ８は受信
した暗証番号と受信した口座情報に基づいて勘定系データベース９から抽出した暗証番号
とを照合して本人認証を行なう。
【００２５】
　次に、携帯端末１の構成を図２の第１の実施例における携帯端末の構成を示すブロック
図に基づいて説明する。
　図２において、１１は表示部であり、液晶ディスプレイ等で構成されたものである。こ
の表示部１１は文字や図柄等で各種情報や携帯端末１の動作状態等を表示する。
　１２は入力部であり、テンキー、確定キー等の各種操作キーの入力手段の押下等を検知
するものである。
【００２６】
　１３は無線通信部であり、基地局３との間で相互に無線通信を行うものである。この無
線通信部１３により、通信回線２を介して図示しない電気通信事業者のサーバ等との間で
音声情報、文字情報、画像情報等の各種情報の授受を行うことができる。
　１４は近距離無線通信部であり、上述した非接触型ＩＣチップを内蔵し、自動取引装置
７に設けられた近距離無線通信部との間で無線通信を行い、各種情報の授受を行うもので
ある。
【００２７】
　なお、本実施例では自動取引装置７との間で近距離無線通信を行うものとして説明する
が、それに限られることなく自動取引装置７との間で情報の授受を行うことができるもの
であれば、有線通信を行なうものであってもよい。
　１５は記憶部であり、半導体メモリ等の記憶素子で構成され、情報を記憶し、また、記
憶した情報を読み出すことができるものである。この記憶部１５には近距離無線通信部１
４で受信した各種情報等を記憶することができ、また、携帯端末１全体の動作を制御する
制御プログラム（ソフトウェア）等を記憶することができる。
【００２８】
　なお、この記憶部１５は非接触型ＩＣチップ内に備えられた記憶部を含むものとする。
　１６は制御部であり、ＣＰＵ、ＭＰＵ等の演算および制御手段等で構成されたものであ
る。この制御部１６は表示部１１、入力部１２、無線通信部１３、近距離無線通信部１４
、および記憶部１５等を含めて携帯端末１全体の動作を記憶部１５に格納された制御プロ
グラム（ソフトウェア）に基づいて制御する。
【００２９】
　次に、自動取引装置７の構成を図３の第１の実施例における自動取引装置の構成を示す
ブロック図に基づいて説明する。
　図３において、２１は顧客操作表示部であり、タッチパネル等の操作部および液晶ディ
スプレイ等の表示部で構成されたものである。この顧客操作表示部２１はＣＲＴディスプ
レイや液晶ディスプレイ等の表示部上にタッチパネルを配置し顧客が入力操作等を行なう
ものであり、また、取引選択画面、顧客が選択した取引に対して顧客の入力操作等の誘導
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を行なう画面および入力された情報等を表示するものである。
【００３０】
　２２はカードリーダライタ部であり、カード読取り書込み機構を備えたものである。こ
のカードリーダライタ部２２は、顧客がカード挿入口に挿入したキャッシュカードの磁気
ストライプやＩＣチップ等から口座番号等の顧客情報を読取る。口座番号等を読取ったキ
ャッシュカードはカード排出口から排出して顧客に返却することができ、またはカードリ
ーダライタ部２２内のカード回収ボックスに取り込むことができる。
【００３１】
　また、カードリーダライタ部２２は、明細票印刷機構および明細票搬送機構を備え、顧
客が行った取引の内容を印刷した明細票を明細票排出口から排出して顧客に発行する機能
も有している。
　２３は入出金部であり、紙幣入出金機および硬貨入出金機で構成されたものである。こ
の入出金部２３は現金出金取引や現金入金取引に伴う紙幣や硬貨の入出金処理を行なう。
ここで、入金処理とは顧客が紙幣入出金口に入れた紙幣を紙幣入出金機で計数して金庫に
収納し、硬貨入出金口に入れた硬貨を硬貨入出金機で計数して金庫に収納することである
。また、出金処理とは顧客の操作により指定した金額に相当する紙幣および硬貨をそれぞ
れ紙幣入出金機および硬貨入出金機の金庫から繰り出して計数し紙幣入出金口および硬貨
入出金口に搬送して顧客に払い出すことである。
【００３２】
　２４は非接触型ＩＣチップリーダライタ部（近距離無線通信部）であり、携帯端末１に
内蔵されたＩＣチップとの間で近距離無線通信の制御を行い、そのＩＣチップとの間で情
報の授受を可能とするものである。この非接触型ＩＣチップリーダライタ部２４は顧客の
操作を受け付ける自動取引装置７の前面に配置され、顧客の操作による携帯端末１のＩＣ
チップの接近を検知するとそのＩＣチップとの間で近距離無線通信４を行う。
【００３３】
　２５は記憶部であり、半導体メモリや磁気ディスク等で構成され情報を記憶し、記憶し
た情報を読取ることができるものである。この記憶部２５には自動取引装置７全体の動作
を制御する制御プログラム（ソフトウェア）、顧客操作表示部２１に表示する画面データ
および顧客が行なう取引に必要な情報等を記憶する。
　２６は制御部であり、ＣＰＵ、ＭＰＵ等の演算および制御手段等で構成されたものであ
る。この制御部２６は顧客操作表示部２１、カードリーダライタ部２２、入出金部２３、
非接触型ＩＣチップリーダライタ部２４、記憶部２５、および通信回線２を介してホスト
コンピュータ８等との間で通信を行う図示しない通信部を含めて自動取引装置７全体の動
作を記憶部２５に格納された制御プログラム（ソフトウェア）に基づいて制御する。

　上述した構成の作用について説明する。
【００３４】
　以下に説明する各部の動作は、図示しないメモリや磁気ディスク等の記憶手段に格納さ
れたプログラム（ソフトウェア）に基づいて図示しない中央処理装置等の制御手段により
制御される。
　まず、携帯カード新規発行処理を説明する。
　図４は第１の実施例における携帯カード新規発行処理を示すフローチャートであり、図
中Ｓで表すステップにしたがって説明する。
【００３５】
　顧客は顧客端末４を操作して携帯カードの新規発行を申し込む手続を行うが、その処理
をＳ１ａ～Ｓ４ａで説明する。
　Ｓ１ａ：顧客端末４は、顧客の操作により顧客の氏名、住所、生年月日、電子メールア
ドレス等の新規口座の開設に必要な情報の入力を受付け、入力された情報を申込受付サー
バ５へ送信する。
【００３６】
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　例えば、申込受付サーバ５はＷＥＢサーバとしての機能を備え、顧客端末４はＷＥＢブ
ラウザ等のソフトウェアを利用して新規口座の開設に必要な情報の入力を受付け、また入
力された情報を申込受付サーバ５へ送信するものとする。
　Ｓ２ａ：申込受付サーバ５は受信した新規口座の開設に必要な情報に不備がないことを
確認し、またその情報に基づいて新規に口座を開設することが可能か否かの判定を行う。
その結果、新規に口座を開設することが可能であると判定されると申込受付サーバ５はホ
ストコンピュータ８へその新規口座の開設に必要な情報とともに一時的に利用する仮口座
の開設を依頼する電文を送信（通知）する。
【００３７】
　Ｓ３ａ：仮口座の開設を依頼する電文を受信したホストコンピュータ８は一時的に使用
する仮口座番号、受付番号、および仮暗証番号を生成し、その受付番号に関連付けて仮口
座番号（口座情報）、仮暗証番号、および新規口座の開設に必要な情報（顧客情報）を勘
定系データベース９に格納して仮口座を開設する。
　仮口座を開設したホストコンピュータ８は生成した受付番号および仮暗証番号とともに
カード発行の申し込みを受け付けた旨の電文を顧客端末４へ送信する。
【００３８】
　なお、仮暗証番号はホストコンピュータ８で生成するのではなく、Ｓ１ａにおいて顧客
に入力させた暗証番号を仮暗証番号とするようにしてもよい。また、金融機関に口座を有
する顧客の場合、仮暗証番号に替えて既存の暗証番号を使用するようにしてもよい。
　Ｓ４ａ：顧客端末４はホストコンピュータ８から受信した受付番号および仮暗証番号を
カード発行の申し込みを受け付けが完了した旨の文言等とともに表示部に表示する。
【００３９】
　このようにして顧客の操作により顧客端末４で新規カードの発行の申し込みを受け付け
る。
　なお、本実施例では、顧客端末４が顧客の操作を受け付けて新規カードの発行の申し込
みを行うようにしたが、上述したとおり顧客端末４は携帯端末１を含む概念であるので携
帯端末１で新規カードの発行の申し込みを行うようにしてもよい。
【００４０】
　次に、顧客端末４で新規カードの発行の申し込みを行った顧客は携帯端末１を持参し、
自動取引装置７で新規携帯カードの発行取引を行うが、その処理をＳ５ａ～Ｓ１３ａで説
明する。
　Ｓ５ａ：自動取引装置７は図示しない近接センサにより顧客の接近を検知すると制御部
２６の指示により顧客操作表示部２１は残高照会や現金の引き出し、携帯カード新規発行
等の取引を選択するための図６に示す取引選択画面５０を表示する。この取引選択画面５
０は、例えば「取引を選択してください」等の文言、および「残高照会」、「お引き出し
」、「携帯カード新規発行」、ならびに「携帯カード切替」等の取引選択ボタン等で構成
されたものである。
【００４１】
　顧客は携帯カードの新規発行取引を選択することを示す「携帯カード新規発行」取引選
択ボタン５１を押下するものとし、顧客操作表示部２１はその操作を受け付けるものとす
る。
　Ｓ６ａ：「携帯カード新規発行」取引選択ボタン５１の押下を受け付けると制御部２６
の指示により顧客操作表示部２１は図７に示す受付番号および暗証番号の入力を誘導する
受付番号および暗証番号入力画面５５を表示する。この受付番号および暗証番号入力画面
５５は、例えば「受付番号と暗証番号を入力してください」の文言や図柄、図示しない「
１」から「９」ならびに「０」のテンキー、入力された受付番号を表示する領域、入力さ
れた暗証番号の桁数を表示する領域等で構成されたものである。
【００４２】
　顧客はこの受付番号および暗証番号入力画面５５にしたがって、Ｓ４ａにおいて顧客端
末４に表示された受付番号および仮暗証番号を入力するものとし、顧客操作表示部２１は
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その入力を受け付けるものとする。
　受付番号および暗証番号の入力を受け付けると制御部２６は入力された受付番号および
暗証番号をホストコンピュータ８へ送信する。
【００４３】
　Ｓ７ａ：ホストコンピュータ８は、受信した受付番号に基づいて勘定系データベース９
を検索して仮暗証番号を抽出し、その仮暗証番号と受信した仮暗証番号を比較し、一致す
るか否かを判定する本人認証を行なう。本実施例では、抽出した仮暗証番号と受信した仮
暗証番号とが一致するものとし、本人認証が正常に終了するものとする。
　本人認証が終了するとホストコンピュータ８は携帯端末１のＩＣチップに記憶させる本
口座の口座番号等で構成されるカード情報を生成し、自動取引装置７へ送信する。
【００４４】
　Ｓ８ａ：カード情報を受信した自動取引装置７の制御部２６はそのカード情報を記憶部
２５に記憶させる。
　Ｓ９ａ：カード情報を記憶部２５に記憶させると自動取引装置７の制御部２６はカード
情報を取扱うためのアプリケーションソフトウェアを要求する電文を配信サーバ６へ送信
する。その電文を受信した配信サーバ６は図示しないデータベースからアプリケーション
ソフトウェアを抽出して自動取引装置７へ送信する。
【００４５】
　自動取引装置７の制御部２６は受信したアプリケーションソフトウェアを記憶部２５に
記憶させる。
　なお、本実施例では自動取引装置７が携帯カード新規発行取引を行う毎に配信サーバ６
からアプリケーションソフトウェアを受信するようにしたが、自動取引装置７の電源を投
入したときに予め当該アプリケーションソフトウェアを配信サーバ６から受信して記憶部
２５に記憶させるようにしてもよい。また、配信サーバ６からアプリケーションソフトウ
ェアを受信するのを初回だけにして記憶部２５に記憶させるようにしてもよい。
【００４６】
　Ｓ１０ａ：アプリケーションソフトウェアを記憶部２５に記憶させると自動取引装置７
の制御部２６の指示により顧客操作表示部２１は図８に示す携帯端末接近誘導画面５８を
表示する。この携帯端末接近誘導画面５８は「読み取り装置に携帯電話をかざして下さい
。」等の文言で構成され、顧客に所持している携帯端末１を自動取引装置７の非接触型Ｉ
Ｃチップリーダライタ部２４へ接近させることを誘導するものである。
【００４７】
　顧客は携帯端末１を自動取引装置７の非接触型ＩＣチップリーダライタ部２４へ接近さ
せるものとする。
　Ｓ１１ａ：携帯端末１が接近したことを検知した自動取引装置７の非接触型ＩＣチップ
リーダライタ部２４は記憶部２５に記憶されたカード情報およびアプリケーションソフト
ウェアを携帯端末１のＩＣチップへ送信する。
【００４８】
　携帯端末１の制御部１６は受信したカード情報およびアプリケーションソフトウェアを
記憶部１５に記憶させる。
　Ｓ１２ａ：カード情報およびアプリケーションソフトウェアを携帯端末１のＩＣチップ
へ送信すると自動取引装置７の制御部２６は携帯端末１にカード情報およびアプリケーシ
ョンソフトウェアを登録した旨（登録完了）の電文をホストコンピュータ８へ送信する。
【００４９】
　Ｓ１３ａ：カード情報およびアプリケーションソフトウェアを登録した旨（登録完了）
の電文を受信したホストコンピュータ８は当該カード情報の口座番号に関連付けてその口
座番号で示される口座を本口座とする情報を勘定系データベース９に格納し、仮口座から
本口座に変更するものとする。
　このようにして携帯カード新規発行処理を行い、顧客はカード情報およびアプリケーシ
ョンソフトウェアが記憶された携帯端末１をキャッシュカードとして自動取引装置７等に
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おいて現金の引き出し等の取引を行うことができるようになり、またクレジットカードと
して小売店においてクレジット決済を行うことができるようになる。

　次に、携帯カード切替処理を説明する。
【００５０】
　図５は第１の実施例における携帯カード切替処理を示すフローチャートであり、図中Ｓ
で表すステップにしたがって説明する。
　顧客は携帯端末１を持参し、自動取引装置７で携帯カードへの切替え取引を行うが、そ
の処理をＳ１ｂ～Ｓ１０ｂで説明する。なお、携帯カード切替処理では顧客端末４で行う
申し込みの手続は不要である。
【００５１】
　Ｓ１ｂ：自動取引装置７は図示しない近接センサにより顧客の接近を検知すると制御部
２６の指示により顧客操作表示部２１は残高照会や現金の引き出し、携帯カード新規発行
等の取引を選択するための図６に示す取引選択画面５０を表示する。この取引選択画面５
０は、例えば「取引を選択してください」等の文言、および「残高照会」、「お引き出し
」、「携帯カード新規発行」、ならびに「携帯カード切替」等の取引選択ボタン等で構成
されたものである。
【００５２】
　顧客はキャッシュカードやクレジットカードを携帯カードへ切替える取引を選択するこ
とを示す「携帯カード切替」取引選択ボタン５２を押下するものとし、顧客操作表示部２
１はその操作を受け付けるものとする。
　Ｓ２ｂ：「携帯カード切替」取引選択ボタン５２の押下を受け付けると制御部２６の指
示により顧客操作表示部２１はキャッシュカードの挿入を誘導するキャッシュカード挿入
誘導画面を表示する。このキャッシュカード挿入誘導画面は、例えば「キャッシュカード
を入れてください」の文言や図柄等で構成されたものである。
【００５３】
　顧客はこのキャッシュカード挿入誘導画面にしたがって、キャッシュカードをカードリ
ーダライタ部２２のカード挿入排出口から挿入するものとし、カードリーダライタ部２２
はキャッシュカードの挿入を受け付けるものとする。
　カードリーダライタ部２２は挿入されたキャッシュカードの磁気ストライプやＩＣチッ
プ等から口座番号等の口座情報を読取る。
【００５４】
　キャッシュカードが挿入されると顧客操作表示部２１は顧客の暗証番号の入力を受け付
ける暗証番号入力画面を表示する。この暗証番号入力画面には「１」から「９」および「
０」ボタン等で構成される操作ボタン（テンキーやソフトウェアキーボード）を表示する
。顧客操作表示部２１が暗証番号入力画面を表示すると顧客は表示された操作ボタンを押
下して暗証番号を入力する。
【００５５】
　顧客が暗証番号を入力すると制御部２６は通信回線２を介してその暗証番号をキャッシ
ュカードから読取った口座情報等とともにホストコンピュータ８へ送信する。
　Ｓ３ｂ：ホストコンピュータ８は受信した顧客の口座番号等の口座情報に基づいて勘定
系データベース９を検索して暗証番号を抽出し、受信した暗証番号と比較して一致するか
否かの照合、すなわち、本人認証を行う。ホストコンピュータ８はその結果を自動取引装
置７へ送信する。本実施例では、抽出した暗証番号と受信した暗証番号とが一致するもの
とし、本人認証が正常に終了するものとする。
【００５６】
　なお、本人認証は暗証番号を使用したものに限られるものでなく、生体認証等を使用し
た本人認証であってもよい。
　本人認証が終了するとホストコンピュータ８は携帯端末１のＩＣチップに記憶させる口
座番号等で構成されるカード情報を抽出（生成）し、自動取引装置７へ送信する。
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　Ｓ４ｂ：カード情報を受信した自動取引装置７の制御部２６はそのカード情報を記憶部
２５に記憶させる。
【００５７】
　Ｓ５ｂ：カード情報を記憶部２５に記憶させると自動取引装置７の制御部２６はアプリ
ケーションソフトウェアを要求する電文を配信サーバ６へ送信する。その電文を受信した
配信サーバ６は図示しないデータベースからアプリケーションソフトウェアを抽出して自
動取引装置７へ送信する。
　自動取引装置７の制御部２６は受信したアプリケーションソフトウェアを記憶部２５に
記憶させる。
【００５８】
　なお、本実施例では自動取引装置７が携帯カード新規発行取引を行う毎に配信サーバ６
からアプリケーションソフトウェアを受信するようにしたが、自動取引装置７の電源を投
入したときに予め当該アプリケーションソフトウェアを配信サーバ６から受信して記憶部
２５に記憶させるようにしてもよい。また、配信サーバ６からアプリケーションソフトウ
ェアを受信するのを初回だけにして記憶部２５に記憶させるようにしてもよい。
【００５９】
　Ｓ６ｂ：アプリケーションソフトウェアを記憶部２５に記憶させると自動取引装置７の
制御部２６の指示により顧客操作表示部２１は図８に示す携帯端末接近誘導画面５８を表
示する。この携帯端末接近誘導画面５８は「読み取り装置に携帯電話をかざして下さい。
」等の文言で構成され、顧客に所持している携帯端末１を自動取引装置７の非接触型ＩＣ
チップリーダライタ部２４へ接近させることを誘導するものである。
【００６０】
　顧客は携帯端末１を自動取引装置７の非接触型ＩＣチップリーダライタ部２４へ接近さ
せるものとする。
　Ｓ７ｂ：携帯端末１が接近したことを検知した自動取引装置７の非接触型ＩＣチップリ
ーダライタ部２４は記憶部２５に記憶されたカード情報およびアプリケーションソフトウ
ェアを携帯端末１のＩＣチップへ送信する。
【００６１】
　携帯端末１の制御部１６は受信したカード情報およびアプリケーションソフトウェアを
記憶部１５に記憶させる。
　Ｓ８ｂ：カード情報およびアプリケーションソフトウェアを携帯端末１のＩＣチップへ
送信すると自動取引装置７の制御部２６は携帯端末１にカード情報およびアプリケーショ
ンソフトウェアを登録した旨（登録完了）の電文をホストコンピュータ８へ送信する。
【００６２】
　Ｓ９ｂ：カード情報およびアプリケーションソフトウェアを登録した旨（登録完了）の
電文を受信したホストコンピュータ８は当該カード情報の口座番号に関連付けて携帯カー
ドへの切替え取引が行われたことを示す情報を勘定系データベース９に格納するものとす
る。
　Ｓ１０ｂ：携帯端末１にカード情報およびアプリケーションソフトウェアを登録した旨
（登録完了）の電文をホストコンピュータ８へ送信した自動取引装置７の制御部２６の指
示により、カードリーダライタ部２２は挿入されたキャッシュカードをカード回収ボック
スに取り込み回収する。
【００６３】
　なお、カードリーダライタ部２２は挿入されたキャッシュカードを顧客に返却するよう
にしてもよい。
　このようにして携帯カード切替処理を行い、顧客はカード情報およびアプリケーション
ソフトウェアが記憶された携帯端末１をキャッシュカードとして自動取引装置７等におい
て現金の引き出し等の取引を行うことができるようになり、またクレジットカードとして
小売店においてクレジット決済を行うことができるようになる。
【００６４】
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　以上説明したように、第１の実施例では、自動取引装置７の非接触型ＩＣチップリーダ
ライタ部２４を介してカード情報およびアプリケーションソフトウェアを携帯端末１の記
憶部に記憶させて携帯カードを発行するようにしたため、顧客はカード情報およびアプリ
ケーションソフトウェアを配信サーバからダウンロードさせる必要がなくなり、通信費の
負担がなくなるという効果が得られる。
【００６５】
　また、顧客は自動取引装置７を使用して携帯カードの新規発行取引および携帯カードへ
の切替え取引を行うことができるようになり、顧客の都合に合わせた場所、時間に携帯カ
ードの発行を受けることができるようになるという効果が得られる。
　さらに、自動取引装置７に設けられた監視カメラにより、携帯カードの発行を受ける顧
客の監視を行うことができ、不正行為を防止することができるという効果が得られる。

　次に、第２の実施例を説明する。
【００６６】
　第２の実施例は、顧客端末を使用して携帯カードの新規発行の申し込みを行うようにし
ていた従来技術における顧客の煩わしさ等の課題を解決し、顧客の利便性を向上させるも
のである。
　図９は第２の実施例における自動取引システムの構成を示すブロック図である。
　第２の実施例の構成は、顧客の利便性をさらに向上させるために第１の実施例の構成か
ら顧客端末を不要なものとし、携帯カード新規発行の申し込みを携帯端末１および自動取
引装置７で実現するようにしている。
【００６７】
　なお、携帯カード新規発行の申し込みを携帯端末１および自動取引装置７で行うように
したため申込受付サーバも不要なものとしている。
　したがって、第２の実施例の構成は上述した第１の実施例の構成から顧客端末および申
込受付サーバを除いたものであり、そのほかの構成は第１の実施例の構成と同様なので同
一の符号を付してその説明を省略する。
【００６８】
　第２の実施例の構成の作用について説明する。
　図１０は第２の実施例における携帯カード新規発行処理を示すフローチャートであり、
図中Ｓで表すステップにしたがって説明する。
　Ｓ１ｃ：自動取引装置７は図示しない近接センサにより顧客の接近を検知すると制御部
２６の指示により顧客操作表示部２１は残高照会や現金の引き出し、携帯カード新規発行
等の取引を選択するための図６に示す取引選択画面５０を表示する。この取引選択画面５
０は、例えば「取引を選択してください」等の文言、および「残高照会」、「お引き出し
」、「携帯カード新規発行」、ならびに「携帯カード切替」等の取引選択ボタン等で構成
されたものである。
【００６９】
　顧客は携帯カードを新規に発行する取引を選択することを示す「携帯カード新規発行」
取引選択ボタン５１を押下するものとし、顧客操作表示部２１はその操作を受け付けるも
のとする。
　Ｓ２ｃ：「携帯カード新規発行」取引選択ボタン５１の押下を受け付けると制御部２６
の指示により顧客操作表示部２１はキャッシュカードの挿入を誘導するキャッシュカード
挿入誘導画面を表示する。このキャッシュカード挿入誘導画面は、例えば「キャッシュカ
ードを入れてください」の文言や図柄等で構成されたものである。
【００７０】
　顧客はこのキャッシュカード挿入誘導画面にしたがって、キャッシュカードをカードリ
ーダライタ部２２のカード挿入排出口から挿入するものとし、カードリーダライタ部２２
はキャッシュカードの挿入を受け付けるものとする。
　カードリーダライタ部２２は挿入されたキャッシュカードの磁気ストライプやＩＣチッ
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プ等から口座番号等の口座情報を読取る。
【００７１】
　キャッシュカードが挿入されると顧客操作表示部２１は顧客の暗証番号の入力を受け付
ける暗証番号入力画面を表示する。この暗証番号入力画面には「１」から「９」および「
０」ボタン等で構成される操作ボタン（テンキーやソフトウェアキーボード）を表示する
。顧客操作表示部２１が暗証番号入力画面を表示すると顧客は表示された操作ボタンを押
下して暗証番号を入力する。
【００７２】
　顧客が暗証番号を入力すると制御部２６は通信回線２を介してその暗証番号をキャッシ
ュカードから読取った口座情報等とともにホストコンピュータ８へ送信する。
　ホストコンピュータ８は受信した顧客の口座番号等の口座情報に基づいて勘定系データ
ベース９を検索して暗証番号を抽出し、受信した暗証番号と比較して一致するか否かの照
合、すなわち、本人認証を行う。ホストコンピュータ８はその結果を自動取引装置７へ送
信する。本実施例では、抽出した暗証番号と受信した暗証番号とが一致するものとし、本
人認証が正常に終了するものとする。
【００７３】
　なお、本人認証は暗証番号を使用したものに限られるものでなく、生体認証等を使用し
た本人認証であってもよい。
　Ｓ３ｃ：　本人認証が終了すると自動取引装置７はホストコンピュータ８へ携帯カード
新規発行を依頼する電文を送信する。
　Ｓ４ｃ：携帯カード新規発行を依頼する電文を受信するとホストコンピュータ８は受付
番号、および仮暗証番号を生成し、その受付番号に関連付けて仮暗証番号を勘定系データ
ベース９に格納する。
【００７４】
　ホストコンピュータ８は生成した受付番号および仮暗証番号とともにカード発行の申し
込みを受け付けた旨を自動取引装置７へ通知する。
　なお、仮暗証番号はホストコンピュータ８で生成するのではなく、自動取引装置７で顧
客に入力させるようにしてもよい。
　Ｓ５ｃ：自動取引装置７の制御部２６は受信した受付番号および仮暗証番号とともにカ
ード発行の申し込みを受け付けた旨を記憶部２５に記憶させ、自動取引装置７の制御部２
６の指示により顧客操作表示部２１は図８に示す携帯端末接近誘導画面５８を表示する。
この携帯端末接近誘導画面５８は「読み取り装置に携帯電話をかざして下さい。」等の文
言で構成され、顧客に所持している携帯端末１を自動取引装置７の非接触型ＩＣチップリ
ーダライタ部２４へ接近させることを誘導するものである。
【００７５】
　顧客は携帯端末１を自動取引装置７の非接触型ＩＣチップリーダライタ部２４へ接近さ
せるものとする。
　Ｓ６ｃ：携帯端末１が接近したことを検知した自動取引装置７の非接触型ＩＣチップリ
ーダライタ部２４は記憶部２５に記憶された受付番号および仮暗証番号とともにカード発
行の申し込みを受け付けた旨を携帯端末１へ送信する。
【００７６】
　携帯端末１の制御部１６は近距離無線通信部１４で受信した受付番号および仮暗証番号
とともにカード発行の申し込みを受け付けた旨を表示部１１に表示させるとともに記憶部
１５に記憶させる。
　Ｓ７ｃ：一方、ホストコンピュータ８は携帯端末１のＩＣチップに記憶させる口座番号
等で構成されるカード情報を生成し、配信サーバ６へ送信する。
【００７７】
　Ｓ８ｃ：カード情報を受信した配信サーバ６はそのカード情報を記憶部に記憶させる。
　Ｓ９ｃ：自動取引装置７はホストコンピュータ８から受付番号および仮暗証番号を生成
した旨を受信するものとし、その旨を受信すると自動取引装置７の制御部２６の指示によ
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り、カードリーダライタ部２２は挿入されたキャッシュカードを顧客へ返却して該取引を
終了する。
【００７８】
　Ｓ１０ｃ：次に、携帯端末１は顧客の操作を入力部１２で受付け、制御部１６の指示に
より無線通信部１３は配信サーバ６との通信を確立し、接続する。
　Ｓ１１ｃ：配信サーバ６と接続すると携帯端末１の入力部１２は携帯カードをダウンロ
ードするためのプログラム（ソフトウェア）を起動する操作を受付け、そのプログラム（
ソフトウェア）を起動させるものとする。
【００７９】
　そのプログラム（ソフトウェア）を起動すると携帯端末１の入力部１２は受付番号、仮
暗証番号の入力を受け付ける。なお、受付番号、仮暗証番号は入力部１２で入力を受け付
けるのではなく、記憶部１５に記憶したものを使用するようにしてもよい。
　Ｓ１２ｃ：受付番号、仮暗証番号の入力を受け付けると携帯端末１の制御部１６の指示
により無線通信部１３はカード情報およびアプリケーションソフトウェアのダウンロード
を要求する電文を配信サーバ６へ送信する。
【００８０】
　Ｓ１３ｃ：ダウンロードを要求する電文を受信した配信サーバ６はＳ８ｃにおいて記憶
部に記憶したカード情報および図示しないデータベースから抽出したアプリケーションソ
フトウェアを携帯端末１へ送信する。
　本実施例では配信サーバ６の記憶部にカード情報およびアプリケーションソフトウェア
を記憶するようにしたが、配信サーバ６に替えて自動取引装置７および携帯端末１の上位
装置（例えば、ホストコンピュータ８）の記憶部に記憶させるようにしてもよい。
【００８１】
　Ｓ１４ｃ：携帯端末１の制御部１６は無線通信部１３で受信したカード情報およびアプ
リケーションソフトウェアを記憶部１５に記憶させる。
　このようにして携帯カード新規発行処理を行い、顧客はカード情報およびアプリケーシ
ョンソフトウェアが記憶された携帯端末１をキャッシュカードとして自動取引装置７等に
おいて現金の引き出し等の取引を行うことができるようになり、またクレジットカードと
して小売店においてクレジット決済を行うことができるようになる。
【００８２】
　以上説明したように、第２の実施例では、携帯カードの新規発行の申し込みを携帯端末
および自動取引装置で行うようにしたため、顧客の利便性が向上するという効果が得られ
る。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】第１の実施例における自動取引システムの構成を示すブロック図
【図２】第１の実施例における携帯端末の構成を示すブロック図
【図３】第１の実施例における自動取引装置の構成を示すブロック図
【図４】第１の実施例における携帯カード新規発行処理を示すフローチャート
【図５】第１の実施例における携帯カード切替処理を示すフローチャート
【図６】第１の実施例における取引選択画面の説明図
【図７】第１の実施例における受付番号および暗証番号入力画面の説明図
【図８】第１の実施例における携帯端末接近誘導画面の説明図
【図９】第２の実施例における自動取引システムの構成を示すブロック図
【図１０】第２の実施例における携帯カード新規発行処理を示すフローチャート
【符号の説明】
【００８４】
　１　　携帯端末
　２　　通信回線
　３　　基地局
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　４　　顧客端末
　５　　申込受付サーバ
　６　　配信サーバ
　７　　自動取引装置
　８　　ホストコンピュータ
　９　　勘定系データベース

【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】
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【図１０】
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